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① 小・中・高等学校は、４月２８日までに窓口に実施計画書を提出する。 

② 窓口は、５月１５日までに講師調整機関に実施計画書を送付する。 

③ 講師調整機関は、講師に出講可否を確認し、講師を決定する。 

④ 講師調整機関は、窓口に実施確認通知書を送付する。 

⑤ 窓口は、実施学校に実施確認通知書を送付する。 

実施学校は、実施１ヶ月前を目途に講師に連絡をとり、打ち合わせを行う。 

⑥ 実施学校は、教室実施後、１週間以内に窓口へ報告書を提出する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


